
平成 29年９月 12日に公表した「大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る

損害賠償請求についての対応方針」に基づき、以下のとおり損害賠償請求を行い

ました。 

１ 請求相手 

大北森林組合

２ 請求内容 

請求内容 時効の相違分※１ 加算金相当分※２ 計 

請 求 額 61,015,800 円 6,471,248 円 67,487,048 円 

※１ 「時効の相違分」とは「国と県との時効の対象範囲の相違により補助金返還請求ができない国庫 

補助金相当額」 

２ 「加算金相当分」とは「補助金適正化法第 19条第１項に基づく国からの加算金相当額」 

 ３ 請求内容の考え方については、「大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求につ 

いての対応方針」のとおり 

 ４ 上記の請求額に加え、国庫補助金返還等の日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めています。 

３ 請求日    平成 30年６月 11日 

４ 請求方法   損害賠償請求通知及び納付書を職員が手交 

長野県（林務部）プレスリリース     平成 30 年（2018 年）6 月 11 日 

造林関係補助金不適正受給事案に関し、大北森林組合に

対する損害賠償請求を行いました。 
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